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「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定

令和５年度の国土交通省の組織改編等を実施するため、国土交通省組織令について所
要の改正を行うもの。（令和５年７月１日施行）

Ⅰ．背景

今般、国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るため、国土交通省組織令について所
要の改正を行うものです。

Ⅱ．概要

国土交通省組織令を以下のとおり改正します。

（１）国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌事務並びに政策統括官の職務の変更

所有者不明土地対策などの土地政策を推進する体制の強化のため、国土政策局

の所掌事務及び政策統括官の職務のうち土地政策に係るものについて不動産・建

設経済局に移管する（関連する課事務の移管を含む。）。

（２）道路局に置く参事官の数の変更

高速道路の更新事業に係る業務等の着実な実施に向け、多岐にわたる関係者と

高度な調整を進めるため、道路局に参事官を１人新設する（１人→２人）。

（３）その他所要の改正

Ⅲ．今後のスケジュール

公 布：令和５年６月２３日（金）

施 行：令和５年７月 １日（土）
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